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第１章  総  則

第１節 適用

本工事は、契約書、設計書、本特記仕様書、図面及び「機械・電気設備工事一般仕様書

鹿児島市水道局」（以下「一般仕様書」という）等により施工する。

第２節 工事概要

  工 事 名 南部処理Ⅰ系最終沈殿池設備工事その２

  工事場所 鹿児島市南栄二丁目１３番地

    本工事は、ストックマネジメント計画に基づいて、老朽化した最終沈殿池設備の更新を

行うものである。

第３節 施工範囲

本工事の施工範囲は、各機器及び配管の設計・製作・搬入・据付等並びにこれらに関連し

て生ずる手直しまでの一切を施工するものとし、これらに必要な付帯工事も含めた一切を施

工する。

第４節 施工計画書の提出

工事請負契約書及び設計図書に基づき、工事目的物を完成するために必要な手順や工法、

安全対策等に関する施工計画書を工事開始日（工期の始期日）から30日以内に監督員に提出

しなければならない。

なお、現場条件等によりやむを得ない場合、提出期限を監督員と協議の上延長できるもの

とする。

第５節 工事の保険等

１ 火災保険等

受注者は、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付すること。

２ 法定外の労災保険の付保

    本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。請負契約締結後

速やかに保険に加入し、証券またはこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督

員に提出しなければならない。保険の終期は工期の終期日から21日目とする。

第６節 既存設備の取扱い

本工事が既存設備と関連する箇所を施工する場合、既存設備に影響を与えないよう十分注

意すること。また、既存設備を停止する必要がある場合は、十分な検討を行ったうえで作業

計画書を提出し、承諾を得てから施工すること。



第７節 監理技術者等の途中交代

  １ 監理技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、

疾病、退職等、真にやむを得ない場合の他、下記に該当する場合である。

(1) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工

期が延長された場合

(2) 橋梁、ポンプ、ゲート等の向上製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現

場が移行する時点

(3) ダム、トンネル等大規模な工事で１つの契約工期が多年に及ぶ場合

２ 上記の場合にあっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障が

ないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

第８節 監理技術者等の途中交代の試行について

   本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、監理技術者又は、主任技術者の途中

交代を認める試行工事である。

  １ 工程上一定の区切りと認められる時点とは、品質管理・出来高管理が必要な工事目的物

の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、後片付け及び検査等を行う機関は、監理技術

者の途中交代を認めることとする。

  ２ 受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる

場合のみ途中交代が可能となる。なお、事後審査型一般競争入札方式の場合は、当該工事

の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者を配置しなければならない。

第９節 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合

１ 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合

現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいず

れかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第１０条第３項の「工事現場における運営、

取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの

場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡回等）がある

ため、現場代理人を設置しておくことは必要である。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間

(2) 工事請負契約書第２０条により工事が一時中止されている期間

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作

のみが行われている期間

また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行

うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取

締りを行うことができるものとする。



(4) 前３号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手

続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期

間

２ 発注者への報告

上記１の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工

事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が

行われていない期間を明確にしておくこと。

第10節 現場代理人の兼任

１ 現場代理人の兼任を認める工事

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、

工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）

を処理する受注者の代理人であるが、次の（１）から（５）の全てを満たし、工事現場に

おける運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任

を認めるものとする。

(1) 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の請負金額の合計が４，５００万

円未満であること。

(2) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること。

(3) 兼任する工事は、概ね１時間以内で移動できる範囲

(4) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行う

こと。

(5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１

回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。

２ 手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、「現場代理人の兼任（変更）申請書」を提出し、発

注者の承認を得たのち、必要に応じ、「技術者等変更通知書（工事）（様式第２）」によ

り、発注者に通知すること。

なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

３ 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契

約書第１２条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとす

る。

第11節 捨土及び建設副産物処理

１ 本工事の施工により発生する建設発生土は、次の処分場に搬出すること。

現    場 ：

処分場所在地 ：建設発生土なし

処 分 場 名 ：



２ 本工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難い場合は、必ず承諾申請書

を提出しその承諾を得るものとする｡

３ 建設廃材のうち、建設副産物として有効利用できるアスファルト塊・コンクリート塊は、

最寄りの再生資源化施設へ搬出すること。

４ 建設廃材処理の際には、建設廃棄物処理ガイドラインを遵守し、マニフェストシステム

を実施すること。なお、再資源化等が完了したときは、再資源化等報告書を提出すること｡

５ 排出事業者以外が産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物収集運搬

業、処分業許可を有する者に委託すること。なお、この場合法令に基づき産業廃棄物処理

委託契約を締結し、その写しを施工計画書に添付すること｡

６ 本工事の施工により発生する建設発生土を所定の処分場に処分する際は、捨土証明書

を受け取り、完成図書に添付すること。

７ 建設副産物を再生資源として活用を図るために、再生資源利用計画書及び再生資源利

用促進計画書を施工計画書に含めて監督員に提出すること。また、工事完成後、同様式

に実績を記入し完成図書に添付すること。

  再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、工事現場の見やすいとこ

ろに掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）して公衆の閲覧に供することとし、あわ

せてインターネットに公表するよう努めるものとする。

８ 捨土及び建設廃材処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理

すること。

第12節 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付け

産業廃棄物を収集又は運搬する際に、産業廃棄物運搬許可業者に委託せずに自己運搬する

場合は、運搬車の車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及

び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄物の収集又は運搬の用に

供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。

  ［表示例］

                  ← １４０ポイント（おおむね縦横５０ｍｍ）以上の

識別しやすい色の文字及び数字

                  ← ９０ポイント（おおむね縦横３０ｍｍ）以上の

識別しやすい色の文字及び数字

   なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則」に基づく別途、表示規定によること。

第13節 産業廃棄物税

本工事により発生する建設廃棄物のうち、焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物

には、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること｡

産業廃棄物収集運搬車

○○株式会社



第14節 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出

本工事の施工により産業廃棄物が発生する場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト）はＥ

票の写しを工事完成図書に添付すること。

なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、

Ａ票、Ｂ２票及びＤ票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。

ただし、この場合においても、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直

ちに同票の写しを提出すること。

電子マニフェストの場合は、受渡確認票の写しを添付すること。

第15節 交通誘導員の資格要件

本工事で配置する交通誘導警備員は、交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員、２級

検定合格警備員又は交通誘導に関して専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置するこ

と。

ただし、鹿児島県公安委員会が、道路における危険を防止するため、交通誘導警備業務検

定合格警備員の配置が必要と定めた路線において、交通誘導警備業務に従事する場合の交通

誘導警備員は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに１名以上は、１級検定合格警備員又は２

級検定合格警備員を配置すること。

また、受注者は上記のことを示す資料を監督員に現地着手前に掲示すること。

資   格 資   格   要   件

交通誘導業務に係る

１級検定合格警備員

２級検定合格警備員

改正警備業法（H17.11.21施行）における検定合格者

交通誘導に関し専門的

な知識及び技能を有す

る警備員等

警備業法における基本教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項

第二号の警備業務）を現に受けている者

第16節 施工体制台帳の提出等

１ 本工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備

え置くとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出す

ること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当

該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。

２ 工事を施工するために、本工事の一部または以下の各号の業務を下請に付する場合は、施

工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やす

い場所に掲示するとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事または業務の

着手前までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都



度、変更に関する事項について、作成し提出すること。

(1) 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務

(2) 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務

(3) 工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務

(4) その他監督員が記載を指示した業務等

第17節 施工体制点検等への協力

  請負代金額が４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）以上の工事においては、

「鹿児島市水道局施工体制点検要領」に基づく点検を、また請負代金額が４，０００万円（建

築一式工事は８，０００万円）未満の建設工事の下請契約を締結した工事においては、同要

領の枠組外における「一括下請負に関する確認」を実施するので、受注者はこれに協力する

こと。

第18節 事故発生の報告等

１ 事故が発生した場合、監督員へ早急に報告すること。また、監督員が不在の場合でも、そ

の他職員へ必ず報告を行うこと。

２ 事故の発生後、速やかに警察署・労働基準監督署へ通報すること。

３ 休日作業を行う場合、事前に監督員と緊急連絡ができる体制を整えること。

第19節 疑義

   本特記仕様書及び準拠図書に記載されていない事項で疑義が生じた場合は、監督員と協議

し、その指示に従うものとする。

第20節 関係機関との折衝

   警察や関係機関等と受注者が行うべき事務及び折衝は、監督員と協議のうえ速やかに行

い、工事進捗に支障をきたさないようにすること。

第21節 不具合等発生時の措置

   受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合が発生した場合または市民等

から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しなけれ

ばならない。

第22節 ワンデーレスポンス

１ 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。

   ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対し「その日のうちに」回答するも

のである。ただし、即日回答が困難な場合は、受注者と協議の上、回答期限を「その日のう



ち」に連絡することにより、現場の手待ちを減少させる仕組みである。

２ 受注者は、現場調査及び設計図書の照査が完了した後、今後施工を進める上で支障となり

得る事項等について、あらかじめ監督員と協議すること。

３ 受注者は、工事の施工にあたって発注者側に確認すべき内容であれば、施工計画書等を精

査の上、適切な判断ができる図面、資料等を付して文書（工事打合せ簿）にて、速やかに報

告するものとする。

第23節 作業時間帯の遵守

１ 道路を使用する作業については、警察の指示に従い作業時間帯を厳守すること。

２ 道路以外での作業についても基本的に同じ取扱いとするが、やむを得ない事情により作業

時間帯以外の時間に作業を行う場合、事前に近隣の住民に説明して了解を得ること。

第24節 機器及び工事材料の検査等

   鹿児島市水道局請負工事施行要領第22条第1項に規定する機器及び工事材料については、

監督員の指示によるものとする。

第25節 場所打ち鉄筋コンクリート構造物等のスランプ値

   場所打ち鉄筋コンクリート構造物（及びプレストレストコンクリート構造物）の施工にあ

たり、スランプ１２ｃｍ以上のコンクリートを使用する場合は、下記ガイドラインを参考図

書として活用するものとする。

  「流動性を高めた場所打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」

   （平成２９年３月流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会）

第26節 石綿等含有材の除去及び処理

   受注者は、石綿等含有材の調査及び除去工事については、大気汚染防止法、石綿障害予防

規則（平成17年厚生労働省令第21号）その他石綿に関する諸法令等に基づき、施工を行うも

のとする。また、石綿等含有材の調査及び除去工事に必要となる届出書類の作成については、

関連法令等に基づき行うものとする。

第27節 週休２日試行工事

１ 本工事は、週休２日試行対象工事である。

２ 試行に当たっては、「建築工事(営繕)及び設備工事における週休２日試行工事実施要領(令

和６年１０月１１日施行)(以下、「実施要領」という。)」に基づき行うものとする。

３ 実施要領は、鹿児島市水道局ホームページから入手できる。

第28節 遠隔臨場試行工事



１ 本工事は、遠隔臨場の試行対象工事とし、受注者は実施するか否かを選択できる。

２ 試行に当たっては、「鹿児島市水道局遠隔臨場試行要領(令和７年４月１日施行)(以下、「試

行要領」という。)」に基づき行うものとする。

３ 試行要領は、鹿児島市水道局ホームページから入手できる。

第29節 電子納品試行工事

１ 本工事は電子納品試行対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段

階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児

島市水道局電子納品運用ガイドライン（案）【建築・設備編】（以下、ガイドラインという。）」

に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

２ ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）で正本１部、副本

２部の計３部提出する。また、これに併せて、完成図書（紙媒体）を１部（建築工事は除く）

提出する。電子化しない成果品については従来どおりの紙媒体での納品取扱いとする。電子

納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

第30節 情報共有システム活用試行工事

１ 本工事は、情報共有システム活用の試行対象工事である。

２ 試行に当たっては、「鹿児島市水道局情報共有システム活用工事試行要領【建築・設備編】

(令和６年４月１日施行)(以下、「試行要領」という。)」に基づき行うものとする。

３ 試行要領は、鹿児島市水道局ホームページから入手できる。

第31節 公共工事における現場一斉閉所の実施について

   受注者は、公共工事における現場一斉閉所の実施に協力するものとする。なお、現場閉所

の実施への協力は、受注者の判断によるもの（任意）とし、実施の有無等について発注者へ

の報告は必要ないものとする。なお、県ホームページに本取組みに係るチラシを掲載してい

るので確認のこと。

(1) 実施日

  毎月毎週土曜日（このうち、毎月第２・第４土曜日は九州・沖縄ブロック統一の現場

閉所日）

(2) 現場閉所の実施内容

ア 受注者は、実施日において、終日、工事及び測量等の現場作業や現場事務所での事

務作業を行わない。（保守点検等の現場管理上必要な作業を除く。）

    イ 工程上やむを得ず、実施日に現場閉所が困難な場合は、別の日に振り替えることが

できる。

    ウ 営繕関係の分離発注工事の場合、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて

１日を通して現場作業のない「現場休息」を現場閉所とみなすものとする。



第32節 架空線への防護措置費用について

   架空線の防護措置における防護管設置に係る費用は計上していないが、契約後、架空線管

理者との協議により必要となった場合は、監督職員と協議し、契約変更の対象とする。

第33節 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的な処理方法

   舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断

機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関と協議の上、適正

に処理するものとし、必要と認められる経費については、変更契約できるものとする。

   「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の

排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物

情報（成分性状等）を処理業者に提供することである。

   なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職

員から請求があった場合は提示しなければならない。

第34節 使用材料内訳書における添付資料について

   材料の使用にあたり受注者から提出される使用材料内訳書については、品質等が確認でき

る試験成績表等（以下、「資料等」という。）を添付すること。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合、特記仕様書等において指示したものを除き、原則として資料等は添付し

ないこととする。

(1) JIS製品

(2) 日本下水道協会の認定工場制度における製品検査機材（JSWAS製品）

(3) すべての局単独事業

(4) 請負金額が2,000万円未満の補助事業（災害復旧事業を含む）

第35節 工事関係書類簡素化の実施

   本工事の施工に係る工事関係書類においては、別紙「工事関係書類の簡素化について」に

基づき 簡素化を図るものとする。

第36節 工 期

本工事の工期は、工事開始日から令和９年９月３０日までとする。



第１節　石綿除去処分工

　　１　石綿含有対象建材

　　　　本工事に係る石綿含有建材で発注者が把握しているものは次のとおりとする。

　　　但し、事前調査を行い、新たに石綿含有が確認された場合や含有が疑われる場合は、

　　　速やかに監督員に報告を行い適切に処理すること。

　　２　関係法令の遵守

　　　　大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、労働安全衛生規則、廃棄

　　　物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守すること。

　　　　また国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の次の図書についても遵守すること。

　　　（１）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

　　　（２）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

　　　（３）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

　　　（４）建築物解体工事共通仕様書・同解説

　　３　事前調査

　　（１）施工に先立ち、工事対象範囲の既設の建材・部材など全ての材料について、石綿

　　　　等の使用の有無を監督員に確認した上で事前調査を行うこと。

　　（２）事前調査の結果、新たに石綿含有が確認された材料や含有が疑われる材料があっ

　　　　た場合は速やかに監督員に報告し、分析調査の必要がある場合は、監督員と協議の

　　　　上、実施する。

　　（３）事前調査等の結果の記録を作成し、現場工事着工前（届出対象特定工事の場合は

　　　　14日前）までに監督員に解体等工事に係る事前調査説明書面を提出し、報告内容の

　　　　説明を行うこと。

　　（４）事前調査結果の報告の対象である場合は、現場工事着工前までに鹿児島市環境保

　　　　全課及び労働基準監督署に報告すること。報告は、原則として石綿事前調査結果報

　　　　告システムから電子申請で行うこと。

第２章　　準 備 工

石綿含有建材
石綿障害

予防規則区分
（作業レベル）

なし

使用箇所



　　４　作業計画

　　（１）事前調査の結果に基づき、作業計画書（作業管理組織図、作業方法および手順、

　　　　掲示方法、ばく露防止方法、産業廃棄物処理方法）を作成して監督員に提出するこ

　　　　と。

　　（２）作業計画にあたり、令和3年3月厚生労働省及び環境省作成「建築物等の解体等に

　　　　係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」及び令和3年3

　　　　月環境省作成「石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第3版）」を参考とすること。

　　（３）作業従事者及び施設利用者等の安全に配慮するとともに、施設利用者等の活動に

　　　　支障が生じないように留意すること。

　　（４）使用器具・機械類等は、石綿含有建材の撤去等に必要で適切な工具・機器類等で

　　　　あること。

　　５　掲示

　　（１）大気汚染防止法、石綿障害予防規則に定められた事項を掲示板により公衆及び

　　　　作業員の見やすい箇所に掲示すること。

　　（２）必要に応じて周辺住民等へ掲示等で周知すること。

　　６　作業者

　　（１）石綿障害予防規則に定める「石綿作業主任者」が作業管理者となり、その作業

　　　　管理者の指示に従って作業すること。

　　（２）作業者は、就業時に石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者とすること。

　　７　保管

　　（１）現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して

　　　　保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずること。

　　（２）保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行うこと。

　　８　運搬

　　（１）石綿含有建材の廃材を高所から移動する場合は、揚重機を使用して、高所より投

　　　　下しないこと。

　　（２）石綿含有建材の廃材の集積、積み込みに当たっては、廃棄物の積み替え移動回数

　　　　を最小限にすること。

　　（３）石綿含有建材の廃材の運搬車及び運搬容器は、当該建材等が飛散及び流出するお

　　　　それのないものとすること。

　　（４）運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずること。

　　９　後片付け

　　（１）シート等により区画、隔離した場合において、作業に使用した工具、足場等は付



　　　　着した石綿を除去した後、作業場外へ持ち出すこと。

　　　　　また、作業衣及び呼吸用保護具も、廃棄のために袋に入れた場合以外は、付着し

　　　　た石綿を除去した後、作業場外へ持ち出すこと。

　　（２）区画、隔離養生に用いたシート等を再使用する際は、区画、養生を片付ける前に

　　　　高性能真空掃除機等により付着した粉じんを除去すること。

　　（３）区画、隔離養生に用いたシート等を処分する際は、石綿繊維等粉じん付着面を内

　　　　側にして折りたたんだ後に密封処理を行い、石綿含有建材同様の処理を行うこと。

　　１０　作業記録

　　　　労働者の作業の記録、写真等による作業の実施状況の記録、作業が適切に行われた

　　　ことの確認の記録等、各種記録を実施し、関連法令に規定された期間保存を行うこと。

　　　

　　１１　作業の結果の報告

　　　　除去等作業が完了したときはその結果を遅滞なく監督員へ書面で報告すること。



第１節　終沈汚泥掻寄機

　　１　使用目的

　　　　本設備は、Ⅰ系最終沈殿池に沈殿した汚泥を、池端の汚泥ピット内に掻き寄せる

　　　ためのものである。

　　２　仕　　様

　　２－１　上層汚泥掻寄機

　　２－２　下層汚泥掻寄機

（4）掻き寄せ速度 約0.3ｍ/min

（5）フ ラ イ ト 長さ2,600mm×幅180mm×厚70mm

（6）電 動 機 出 力 0.4kＷ×4P(連続定格)

（7）電 源 440V×60Hz

（3）
上部軸心距離　　　 　 14,300mm

下部軸心距離(機長)　　20,700mm

（8）駆 動 方 式 ２水路１駆動

（9）数 量 ２ 基

（1）

（6）電 動 機 出 力

チェーンフライト式(ノッチ式・合成樹脂)

幅6,000mm×長さ24,100mm×水深2,500mm

上部軸心距離　　　 　　6,150mm

２ 基

（7）電 源

（3）水平軸心距離
下部軸心距離(機長)　　22,600mm

駆 動 方 式

（4）

第３章　　機　械　設　備　工

（2）

（5）

備 考

約0.3ｍ/min

幅8,400mm×長さ22,400mm×水深2,500mm

２池

減速機内蔵ﾄﾙｸﾘﾐｯﾀ

ｽﾄﾛｰｸ含む

水路幅3,150mm

水路幅3,300mm

長さ2,350mm×幅180mm×厚70mm

池 寸 法

掻き寄せ速度

（2）

仕 様項 目

型 式

フ ラ イ ト

（9）

0.4kＷ×4P(連続定格)

２水路１駆動

440V×60Hz

池 寸 法

項 目 仕 様

（8）

備 考

（1）型 式 チェーンフライト式(ノッチ式・合成樹脂)

水平軸心距離

数 量

ｽﾄﾛｰｸ含む

参考値

参考値

減速機内蔵ﾄﾙｸﾘﾐｯﾀ

２池



　　３　構造概要

　　　　汚泥掻寄機は、ノッチチェーンを用いたエンドレスチェーンに一定間隔で、フラ

　　　イトを取り付け、これを駆動軸および従動軸のホイールを介して駆動し、池底のレ

　　　ール面に接してフライトを移動させることにより、汚泥を汚泥ピット内に掻き寄せ

　　　るものとする。

　　　　ノッチチェーンは、通常のチェーンとは形状が異なり、チェーン本体の一部にノ

　　　ッチ(凹部)があり、このノッチ部にホイール側のピンが噛み合って力を伝達する。

　　　　なお、最終沈殿池の水面に発生したスカムは、汚泥掻寄機のリターン側フライト

　　　によりスカムスキマ側へ掻き寄せる構造とする。

　　４　製作条件

　　　(1) 本体チェーン

　　　　　　　　　型式　　　　　　合成樹脂チェーン

　　　　　　　　　ピッチ　　　　　約152mm、約198mm または約207mm

　　　　　　　　　平均破断強度／保証破断強度

　　　　　　　　　　　　・樹脂製　152mmピッチ　　　29.4kN／24.5kN

　　　　　　　　　　　　・樹脂製　198mmピッチ　　　20.0kN／18.6kN

　　　　　　　　　　　　・樹脂製　207mmピッチ　　　30.0kN／27.0kN

　　　(2) 本体チェーン用駆動軸スプロケット

　　　　　　　　　型式　　　　　　ピン型又はピン・スプロケット併用型ホイール

　　　　　　　　　ピッチ　　　　　約141mm、約186mm または約202mm

　　　　　　　　　歯数(ピン数)　　11本以上

　　　(3) 従動軸ホイール

　　　　　　　　　型式　　　　　　合成樹脂製シーブ車または合成樹脂製スプロケット

　　　(4) 掻き寄せ速度

　　　　　　　　　最終沈殿池　　　約0.3ｍ/min

　　　(5) フライト

　　　　　　　　　形状　　　　　　三角形、溝形鋼形またはＺ字形

　　　　　　　　　取付ピッチ　　　約3ｍ

　　　(6) 池底レール

　　　　　　　　　型式　　　　　　合成樹脂製レール

　　　(7) リターンレール

　　　　　　　　　型式　　　　　　ZもしくはＬ字形ステンレス製レール

　　　　　　　　　　　　　　　　　または四角形ステンレス製＋シュー接触面合成樹脂製

　　　　　　　　　　　　　　　　　レールまたは、Ｃ形ステンレス製レール

　　　(8) 歯飛び防止装置　　　　  通常のチェーンと比べ歯飛びが起こり易い構造の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　は合成樹脂製チェーンガードまたは、チェーン誘導型

　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェイト式オートテンショナーを設ける。



　　５　各部の構造

　　　　各部の構造および材質は次による。

　　　(1) 駆動装置

　　　　ア　駆動装置は、減速機で、動力の伝達はチェーン駆動方式とし、所定の掻き寄せ

　　　　　速度に減速するものとする。

　　　　イ　駆動チェーンは原則として戻り側が上部になるようにスプロケットに取付ける

　　　　　(減速機はオイル潤滑とする)。ただし、各部のスプロケットの位置関係により

　　　　　戻り側が上部にならない場合はこの限りでないものとする。

　　　　ウ　駆動チェーンはステンレスブッシュドチェーンまたは合成樹脂チェーンとする。

　　　　エ　減速機には駆動チェーン緊張装置を設け、駆動チェーンの伸びを調整できるも

　　　　　のとする。なお、ステンレスブッシュドチェーンの場合、オフセットリンクを

　　　　　取り付けるものとする。

　　　　オ　駆動装置用減速機およびチェーン露出部のカバーは、ステンレス鋼板(SUS304

　　　　　ｔ2以上)とし、カバーには点検・給油に便利な点検窓(カバー付)を設ける。ま

　　　　　た、駆動装置用減速機カバーは、換気を十分考慮したものとする。

　　　　カ　減速機排油口には、ビニールホース等の接続が可能な短管を取り付け、常時

　　　　　キャップ止めとする。

　　　(2) 本体チェーン

　　　　　チェーンは耐摩耗性、耐食性に優れた合成樹脂製ノッチチェーンとし、容易に

　　　　分解してチェーンの伸び量の調整が可能な構造とする。

　　　(3) 駆動チェーン

　　　　　チェーンは耐摩耗性、耐食性に優れたステンレスブッシュドチェーンまたは合

　　　　成樹脂チェーンとし、掻寄機を駆動するために必要な動力を伝達することが可能

　　　　な構造とする。

　　　(4) フライト

　　　　ア　フライト材質は、合成樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック：FRP)またはステ

　　　　　ンレス製とする。

　　　　イ　フライトは、断面形状が三角形、溝形鋼形またはＺ字形で、幅約180mm以上、

　　　　　厚さ約60mm以上を標準とする。

　　　　ウ　池の各槽につき、２枚のフライトの先端には池床面まで汚泥の掻き寄せが可能

　　　　　なゴム板を取り付ける。

　　　　エ　シューについては、コンクリート壁、軸受架台、レールブラケット等に触れる

　　　　　おそれが無いよう取り付ける。

　　　　オ　シューの磨耗代は８mm以上とする。

　　　　カ　フライトの取付けボルトは、まわり止め付ステンレスボルトとする。



　　　(5) 軸

　　　　　駆動軸(通し軸)、従動軸(片持ち軸)は、ねじり荷重、曲げ荷重に対し十分な強

　　　　度を有すること。

　　　　　駆動軸受は、樹脂製としステンレスにて補強された構造とする。

　　　(6) スプロケットホイール

　　　　ア　本体チェーン用駆動軸スプロケットは、特殊なピン型ホイールで、ピン部には

　　　　　 耐摩耗性に優れた樹脂を使用し、交換可能な構造とする。　　　　

　　　　イ　従動軸ホイールは、樹脂製でシーブ車又はスプロケットタイプのホイールとす

　　　　　 る。

　　　　ウ　駆動チェーン用駆動軸スプロケットは、ステンレスブッシュドチェーンの場合

　　　　　はステンレス製スプロケットホイール(組立形の場合はボス部FCD600またはSCS2

　　　　　とし、歯先はSCS2)を使用する。合成樹脂製駆動チェーンの場合、特殊なピン型

　　　　　ホイールでステンレス製とし、ピン部には耐摩耗性に優れた樹脂を使用し、交換

　　　　　可能な構造とする。

　　　(7) 池底レール

　　　　　池底床面のフライトを案内するレール(樹脂製)は、池底面に直接ネイルアンカー

　　　　にて取り付けるものとする。

　　　(8) リターンレール

　　　　ア　リターンレールは、側壁より形鋼ｔ4以上、鋼板ｔ4以上の溶接構造の支持台に

　　　　　取り付け、十分な強度を有するものとする。

　　　　イ　異常振動が発生し、梁またはスカムスキマ等に触れ、フライトの折損等のおそ

　　　　　れがある場合は、フライト上部についてもガイドレールを設けなければならな

　　　　　い。寸逆動作に対しては保護ガイド、脱落防止等に十分考慮する。

　　　(9) 歯飛び防止装置

　　　　　本体チェーンの歯飛び防止装置として、合成樹脂製チェーンガードまたはウェイ

　　　　　ト式オートテンショナーを設置する。

　　　　(通常のチェーンと比べ歯飛びが起こり易い場合)

　　　(10) チェーンの伸び調整

　　　　　チェーンの伸びの調整は、原則的にチェーンリンクを抜くことにより行い、左右

　　　　の微妙な調整はテール軸のテークアップより行う。

　　　(11) 給油方式

　　　　　池内の各軸受、ホイールの回転部は無給油方式とする。

　　　(12) スロッシング対策

　　　　　地震等による周期的な振動が発生した際の水面の大きなうねり等に対し、チェー

　　　　ン脱落を防止する機構を設置する。



　　６　使用材料

　　　　使用材料は次による。

　　　(1) 本体チェーン

　　　　　　　　　チェーン本体　　　　　　　合成樹脂製

　　　　　　　　　ピン　　　　　　　　　　　合成樹脂製

　　　(2) 駆動チェーン

　　　　ア　ステンレスブッシュドチェーン　　SUS403

　　　　イ　合成樹脂製(ノッチチェーン)

　　　　　　　　　チェーン本体　　　　　　　合成樹脂製

　　　　　　　　　ピン　　　　　　　　　　　合成樹脂製

　　　(3) フライト　　　　　　　　　　　　　ガラス繊維強化プラスチック(FRP)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またはSUS304

　　　(4) 軸

　　　　　　　　　駆動軸　　　　　　　　　　パイプ(SUS304相当)、S45C以上

　　　　　　　　　従動軸　　　　　　　　　　パイプ(SUS304相当)他

　　　(5) 軸受け

　　　　　　　　　駆動軸受　　　　　　　　　合成樹脂製

　　　(6) 本体チェーン用スプロケットホイール

　　　　　　　　(駆動軸用)　本体　　　　　　SUS304相当又は合成樹脂製

　　　　　　　　　　　　　　ピン　　　　　　SUS304相当＋合成樹脂製

　　　　　　　　(従動軸用)　　　　　　　　　合成樹脂製

　　　(7) 駆動チェーン用スプロケットホイール

　　　　　駆動チェーン用スプロケットホイールは、ステンレスチェーン用または合成樹脂

　　　　チェーン用とする。

　　　　ア　ステンレスブッシュドチェーン用

　　　　　　ステンレスブッシュドチェーン用スプロケットホイールは、①一体型または

　　　　　②組立型とする。

　　　　　　　　①　一体型　　　　　　　　　SCS2

　　　　　　　　②　組立型(ボス部)　　　　　FCD600またはSCS2

　　　　　　　　　　　　　(歯先)　　　　　　SCS2

　　　　イ　合成樹脂製駆動チェーン用

　　　　　　　　　　　　　　本体　　　　　　SUS304相当

　　　　　　　　　　　　　　ピン　　　　　　SUS304相当＋合成樹脂製

　　　(8) 池底レール　　　　　　　　　　　　合成樹脂製

　　　(9) リターンレール　　　　　　　　　　SUS304またはSUS304＋合成樹脂製

　　　(10) リターンレール用ブラケット　　　 SUS304

　　　(11) シュー　　　　　　　　　　　　　 合成樹脂製

　　　(12) 接着系あと施工アンカーボルト・ナット　　SUS304



　　　(13) 使用材料に耐酸性の低い合成樹脂を含む場合は、機器の取扱留意事項および

　　　　　運転管理方法等を明記した銘板を槽上に設置すること。

　　７　保護装置

　　　(1) 電気的保護装置

　　　　　過負荷防止用電力検出器(電気設備工事に含む)

　　　　　※電流監視のショックリレー、電力監視のショックモニタのいずれかが適用で

　　　　　　きること。

　　　(2) 機械的保護装置

　　　　　過負荷防止用減速機内蔵トルクリミッタ

　　８　運転・操作概要

　　　　　操作　　　　　　　中央　　　　　　　手動

　　　　　　　　　　　　　　現場　　　　　　　手動(正転、停止、寸逆)

　　９　試験・検査

　　　　一般仕様書による。

　　10　据付け

　　　　次の点に留意すること。

　　　(1) 池底のコンクリート仕上げは平滑に行い、フライトが支障なく運行できること。

　　　(2) 本体チェーンの取付に際しては、左右チェーンの緊張が等しくなるよう十分調

　　　　　整して組み立てること。フライト取付ピッチは約３ｍピッチとし、一直線にな

　　　　　るよう整然と取り付けること。

　　　(3) リターンレール取付用ブラケットは約2～2.5ｍ間隔に設置するものとする。

　　11　塗装

　　　　一般仕様書による。

　　12　他工事との区分

　　　(1) 土木、建築工事との区分

　　　　ア　コンクリート躯体に接着系あと施工アンカーボルトにて固定する機器(駆動装置

　　　　　軸、レールブラケット等)の接着系あと施工アンカーボルト用穴開けおよび、そ

　　　　　の他復旧工事は本工事に含む。

　　　　イ　駆動装置部のモルタルは、本工事に含む。



　　　(2) 電気設備工事との区分

　　　　　動力電源、制御電源とも機器付属端子箱渡しを標準とする。

　　　　　電気的保護装置(過負荷防止用電力検出器)は手配および設置作業は電気設備工事

　　　　　範囲を標準とする。

　　13　標準付属品

　　　(1) 駆動装置用ベース　　　　　　　　　　１式

　　　(2) 駆動装置用またはチェーン用カバー　　１式

　　　(3) 各種取付ボルト・ナット類　　　　　　１式

　　　(4) 特殊工具(必要な場合)　　　　　　　　１式

　　　(5) アンカーボルト・ナット　　　　　　　１式

　　14　その他付属品

　　　(1) 本体チェーン　　　　　　　　　　　　　　　　　２リンク

　　　(2) フライト(シュー、ボルト、ナット、チェーン)　　１本

　　　(3) その他必要なもの



第２節　終沈スカムスキマ

　　１　使用目的

　　　　本設備は、Ⅰ系最終沈殿池の水面に発生したスカムを取除くものである。

　　２　仕　　様

　　３　構造概要

　　　　本スキマはチェーンフライト式汚泥掻寄機を設けた沈殿池越流堰の前方に設け、水面

　　　に発生したスカムを汚泥掻寄機リターン側フライトによって掻き寄せ、手動にて排出す

　　　る構造とする。

　　　　本スキマは、堰、排出路等で構成される。

　　４　製作条件

　　　(1) 本スキマは、汚泥掻寄機のフライト走行にトラブルが生じないよう考慮すること。

　　　(2) フロート堰は、水位に追従する構造とし、常時一定のスカム排出ができる構造とす

　　　　　る。

　　　(3) スカムの流出、停止を可能とする構造とする。

　　５　各部の構造

　　　(1) 排水路の構造は、トラフ形とし、スカムの排出がスムーズにできる構造とすること。

　　　(2) 堰の作動部は、手動式で前面呑込式とする。

　　　(3) 作動は連結シートで接続された堰フロートを倒すシンブルな構造とし、作動不良に

　　　　　なりにくい構造とする。

　　６　使用材料

　　　(1) 堰　　　　　　　　　　　　　　　　SUS304

　　　(2) トラフ　　　　　　　　　　　　　　SUS304

　　　(3) 軸　　　　　　　　　　　　　　　　SUS304

　　　(4) 手動レバー　　　　　　　　　　　　SUS304（落下防止チェーン付）

　　　(5) ボルトナット類　　　　　　　　　　SUS304

（5）数 量 ４ 基 ２基/池×２池

（4）操 作 方 式 手動(レバー)

設置箇所の水路幅 約3,650mm（3）

（2）ス キ マ 寸 法 □350mm×トラフ長約3,300mm

項 目 仕 様 備 考

（1）形 式 手動式トラフ型スカムスキマ



　　７　検査・試験

　　　　一般仕様書による。

　　８　塗装

　　　　一般仕様書による。

　　９　据付け

　　　　一般仕様書に準拠するほか、次の点に留意すること。

　　　(1) 他機器との取合を十分考慮し、所定の位置に正確に据付けること。

　　　(2) 本機の据付にあたっては、水位との関係を十分考慮して芯出し調整を行い、架台等

　　　　　を構造物にアンカーボルト等にて取付のこと。

　　10　他工事との区分

　　　(1) 土木、建築工事との区分

　　　　1) 軸受等の基礎部斫りおよび孔部分の復旧工事は、本工事の範囲とする。

　　11　標準付属品

　　　(1) 調整工具　　　　　　　　　１式(１工事につき)

　　　(2) 工具箱　　　　　　　　　　１式(１工事につき)

　　12　その他付属品

　　　(1) 連結ジャバラ(必要な場合)　１組

　　　(2) その他必要なもの



第３節　複合工

　１　基礎工

　　(1)　基礎工仕様及び施工範囲

　　(2)　一般仕様書の適用

　　(3)　特記事項

　　　ア　詳細は、図面による。

５
Ⅰ系４号終沈

池底部（レール部）
各箇所 図示による １式

４
Ⅰ系３号終沈
池底部（全面）

各箇所 図示による １式

３ スカム流出管貫通部 各箇所 図示による １式

２ 駆動装置基礎 １式

１
汚泥掻寄機
各種軸基礎

各箇所 図示による

各箇所 図示による

数量 備考番号 名称

１式

設置場所 主寸法



第４節　配管工

　１　配管工事

　　(1)　配管仕様及び施工範囲

　　(2)　特記事項

　　　ア　「一般仕様書」に準ずる他、以下の事項に留意すること。

　　　イ　上表に記載なきものも、機能上必要なものについては、受注者の責任において設

　　　　置すること。

　　　ウ　用途により仕様決定を必要とする配管弁類については、全て監督員と打合せのう

　　　　え決定のこと。

１ スカム流出管 終沈水中部
200A～
300A

SUS304TP
Sch20S

番号 配管名 施工範囲 備　考口径材質



第５節　撤去工

　１　撤去機器類

　　(1)　撤去機器仕様及び施工範囲

　　(2)　特記事項

　　　ア　詳細は、図面による。

　２　撤去基礎工

　　(1)　撤去基礎工仕様及び施工範囲

　　(2)　特記事項

　　　ア　詳細は、図面による。

　３　撤去配管

　　(1)　撤去配管仕様及び施工範囲

　　(2)　特記事項

　　　ア　詳細は、図面による。

各箇所 図示による １式

５
Ⅰ系４号終沈

池底部（レール部）
各箇所 図示による １式

１号～３号池：SUS
４号～９号池：SGP

１ スカム流出管
SUS
SGP

200A～
300A

終沈水中部

１式

番号 配管名 材質 口径 施工範囲 備　考

３ スカム流出管貫通部 各箇所 図示による １式

４
Ⅰ系３号終沈

池底部（全面）

２ 駆動装置基礎 各箇所 図示による

備考

１
汚泥掻寄機
各種軸基礎

各箇所 図示による １式

番号 名称 設置場所 主寸法 数量

終沈スカムスキマ
Ⅰ系

最終沈殿池
図示による ４基２

２ 終沈下層汚泥掻寄機
Ⅰ系

最終沈殿池

１ 終沈上層汚泥掻寄機
Ⅰ系

最終沈殿池
図示による ２基

図示による ２基

備 考番号 名称 設置場所 主寸法 数量
















